[bookmark: _Hlk219733757]　　	令和８年度鉾田市中小企業等生産性向上応援事業補助金交付要綱


(趣旨)
第１条　この告示は，昨今の物価高騰により物価の上昇に実際の賃金の上昇が追いついていないことを踏まえ，市内中小企業等の賃上げの加速化を図り,経済を好循環につなげていくため，市内中小企業等が生産性向上を目的として設備投資等を行う経費の一部について，予算の範囲内において補助金を交付するものとし，その補助金の交付については，鉾田市補助金等交付規則(平成17年鉾田市規則第37号)に定めるもののほか，この告示の定めるところによる。
(定義)
第２条　この告示において，次の各号に掲げる用語の定義は，当該各号に定めるところによる。
(１)　中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者，小規模企業者及び個人事業者(農林水産業を除く)をいう。　
(２)　事業所 事業の用に供する事務所，店舗等(仮設又は臨時のものを除く)をいう。
(補助金の交付対象者)
第３条　補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は，次に掲げる条件のいずれ
かを満たすものとする。
(１)　市内に事業所を有し，かつ市内において令和８年４月１日時点で事業を行っている中小
企業者等。
(２)　その他市長が補助金を交付することが適当であると認める要件を満たす者。
２　前項の規定にかかわらず，次の各号に該当するものは対象とはしない。
(１)　申請日以降に事業を継続する意思のない者。
(２)　鉾田市暴力団排除条例(平成23年鉾田市条例第13号。以下「暴排条例」という。)第２条
第１号から第３号までの規定に該当する者。
(３)　暴排条例第２条第１号及び第２号規定する暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべ
き関係を有する者。
(４)　申請日までに納期限が到来した市税を滞納している者。
(５)　法令及び公序良俗に反する事業を行う者。
(６)　前各号にあげるもののほか，市長が適当ではないと認める者。
(補助対象事業)
第４条　補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は，補助対象者が令和８年４
月１日から令和８年９月末日までに完了する生産性向上を目的として設備投資等を行う事業とす
る。
(補助対象経費)
第５条　補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は，事業の遂行に直接的
に必要と明確に特定できる経費とし，第４条に定める期間内に契約，取得，実施，支払，実績

報告が完了するものとする。なお，事業関連経費の内訳は，次の各号に掲げる経費とする。た
だし，消費税及び地方消費税額は交付の対象としないものとする。
[bookmark: _Hlk219883362](１)　備品購入費　生産性を向上させる機器等の購入に要する経費（汎用性の高いものは対象
外とする）
(２)　工事費　生産性を向上させる設備等の工事に要する経費
(３)　委託費　事業の実施が補助対象者のみで行うことが困難なため，専門的技術等を有する
者に委託する経費
(４)　その他経費　市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第６条　補助金の額は，補助対象経費の２分の１以内とし，限度額は５０万円とする。
２　前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは，その端数を切り捨て
るものとする。
(補助金の交付の申請)
第７条　補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は，鉾田市中小企業等生産
性向上応援事業補助金交付申請書(法人：様式第１号，個人： 様式第２号)に，次に掲げる書類
を添えて令和８年８月10日までに申請しなければならない。
(１)　事業計画書(様式第３号)
(２)　補助金申請に関する誓約書(様式第４号) 
(３)　登記事項等確認書類
ア　法人：商業登記簿謄本(全部事項証明書(交付日から３ヶ月以内のもの))
イ　個人：代表者の住民票抄本(交付日から３ヶ月以内のもの)
(４)　決算確認書類(直近１期又は１年分)
ア　法人:決算書(法人概況説明書，貸借対照表，損益計算書，販売費，一般管理費明細書等)
イ　個人:確定申告書(確定申告書(第一表・第二表)又は市県民税申告書及び所得税青色申告
決算書(１～４面)又は収支内訳書
(５)　市長が特に必要と認める書類
２　一度受理した申請書類等については，補助金交付の可否にかかわらず返却しないものとする。
３　補助金の申請は，１事業者１回のみとする。
(決定の通知)
第８条　市長は，前条の規定による補助金の交付申請があった場合には，当該交付申請に係る書類
の審査，必要に応じて現地調査を行い，補助金の交付の可否を決定したときは，鉾田市中小企業
等生産性向上応援事業補助金交付決定通知書(様式第５号)又は鉾田市中小企業等生産性向上応援
事業補助金不交付決定通知書(様式第６号)により申請者に通知するものとする。
２　市長は，前項の交付決定通知書に補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付すことが
できる。

(重複交付)
第９条　申請者が本事業について，国，県その他の補助金の交付を受けた場合は，この告示に基
づく交付決定の額からその補助金の額を除いたものを限度とし，補助金を交付するものとする。
(計画の変更)
第10条　申請者は，やむを得ず，事業計画書で定めた事業費の２割以上の計画変更が生じる場
合または計画期間を１ヶ月以上延長する必要が生じる場合，鉾田市中小企業等生産性向上応援
事業補助金変更申請書(様式第７号)を提出するものとする。
２　市長は，前項の規定による変更申請があったときは，速やかに鉾田市中小企業等生産性向上
応援事業補助金変更認定通知書(様式第８号)又は鉾田市中小企業等生産性向上応援事業補助金
変更不認定通知書(様式第９号)により申請者に通知するものとする。
(完了報告)
第11条　申請者は，事業が完了後30日以内又は令和８年９月末日のいずれか早い日までに
鉾田市中小企業等生産性向上応援事業補助金完了報告書(様式第10号)に関係書類を添えて提出
するものとする。
(補助金額の確定)
第12条　事務局は，前条の規定による完了報告を受けた場合において，当該完了報告に係る補助
対象事業の成果が，補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは，
交付すべき補助金の額を確定し，鉾田市中小企業等生産性向上応援事業補助金確定通知書（様式
第11号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条　申請者は，前条の規定による通知があったときは，速やかに鉾田市中小企業等生産
性向上応援事業補助金交付請求書(様式第12号)を事務局に提出しなければならない。
２　市長は，前項の規定による補助金の交付依頼を受けたときは，速やかに指定した口座に補助
金を交付するものとする。
３　補助金の交付は，会計年度内において1回を限度とし，市の予算の範囲内で交付するものとす
る。
(決定の取消し)
第14条　市長は，申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は，補助金の交付の決定の全
部又は一部を取り消すことができる。
(１)　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(２)　補助金を補助事業以外の用途に使用したとき
(３)　補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令，規則又はこの告示の規定に
基づく命令等に反したとき
[bookmark: _Hlk219884482]２　市長は，前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは，速やかに鉾田市中小企業
等生産性向上応援事業補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により，申請者に通知する
ものとする。
(補助金の返還)
第15条　市長は，補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において，当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは，期限を定めて，申請者にその全部又は一部の返還を命じることができる。
(状況の調査等)
第16条　市長は，補助事業の円滑かつ適正な推進を図るため必要と認めるときは，補助事業の状況を調査し，又は申請者に報告を求めることができるものとする。
(その他)
第17条　この告示の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。
附　則
(施行期日)
１　この告示は，令和８年４月１日から施行する。
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